
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の金属製、樹脂製又はカーボン製の細管を

撚る、捻る、あるいは編むことにより構成され、各細管内に流路
を形成してなる熱交換エレメントを備えたことを特徴とする熱交換器。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
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撚ることで縄状基本素材を形成し、複
数本の基本素材をさらに

複数本の金属製、樹脂製又はカーボン製の細管を撚ることで縄状基本素材を形成し、複
数本の基本素材をさらに略同一面内で編むことにより構成され、各細管内に流路を形成し
てなる網状熱交換エレメントを備えたことを特徴とする熱交換器。

前記網状熱交換エレメントを透明樹脂材等で挟んで構成したことを特徴とする請求項２
記載の熱交換器。

前記網状熱交換エレメントを多段に配置してなることを特徴とする請求項２記載の熱交
換器。

前記細管内の流路に熱媒体として気体を供給することを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか一項記載の熱交換器。



【発明の属する技術分野】
本発明は、熱交換器の熱交換効率を向上させる技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、熱交換器における伝熱面積の増加を図るために、金属剛体内部にｎ個の多数の細
い流路を設けること、伝熱面積の増加と乱流生成による温度境界層の低減のために、流路
内面に螺旋溝を設けること、等の技術が知られている（例えば、特許第３０４０３７１号
公報）。
【０００３】
この技術によると、流路断面積が同じ平滑内壁の単管構造の熱交換エレメントに比し、▲
１▼金属剛体内部に多数（ｎ個）の細い流路を設けたことにより、「√ｎ」（ｎの平方根
）倍の伝熱面積増加があり、▲２▼螺旋溝を設けたことにより「≦３」倍の伝熱面積の増
加があり、▲３▼螺旋溝の乱流効果により「最大３倍の熱伝達促進効果」があり、これら
３つの積、すなわち、「≦９√ｎ」倍、熱交換性能が優れた熱交換エレメントが提供され
るとしている。
【０００４】
例えば、流路本数が１００本の場合、同流路面積の従来の単管に比して「≦９０倍」の熱
交換性能が得られ、流路本数が１０００本の場合、「≦２８５倍」の熱交換性能が得られ
るとしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の構成では、多数の細い流路を金属剛体内部に形成しなければならず、その
製造が極めて困難である。
【０００６】
この種の従来の熱交換器では、酸やアルカリ等の液体を、媒体に使用する場合、耐食性の
問題から、熱交換エレメントに金属材料を使用することができなくなる場合がある。この
場合、金属材料以外の例えばテフロン樹脂（又はカーボン）等を熱交換エレメントに使用
すると、テフロンの熱伝導率は約０．２（Ｋｃａｌ／ｍ 2・ｈ℃）であるため、銅の１／
１７００の熱伝導率しかなく、熱交換効率が大きく低下するという問題がある。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、簡単な構成によって、金属剛体内部に多数の細い流路を形成し
た場合と同等の効果が得られる熱交換器を提供すると共に、金属材料以外で熱交換エレメ
ントを構成しても、高い熱交換効果を得ることができる熱交換器を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、複数本の金属製、樹脂製又はカーボン製の細管を

撚る、捻る、あるいは編むことにより構
成され、各細管内に流路を形成してなる熱交換エレメントを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、

【００１０】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載のものにおいて、 熱交換エレメントを透
明樹脂材等で挟んで構成したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載のものにおいて、前記網状熱交換エレメントを多
段に配置してなることを特徴とする。
【００１２】
　請求項 記載の発明は、請求項１乃至 のいずれか一項記載のものにおいて、前記細管
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撚ることで縄
状基本素材を形成し、複数本の基本素材をさらに

複数本の金属製、樹脂製又はカーボン製の細管を撚ることで縄
状基本素材を形成し、複数本の基本素材をさらに略同一面内で編むことにより構成され、
各細管内に流路を形成してなる網状熱交換エレメントを備えたことを特徴とする。

３ ２ 前記網状

４ ２

５ ４



内の流路に熱媒体として気体を供給することを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を添付の図面を参照して説明する。
【００１４】
図１において、１は熱交換器を示す。この熱交換器１は管体３の内側に金属製の縄状熱交
換エレメント５を配置して構成されている。この熱交換エレメント５は後述するように複
数の流路を備え、この流路内を通る媒体Ａと上記管体３の内側を通る媒体Ｂ間で熱交換が
行われる。
【００１５】
この縄状熱交換エレメント５は、図２に示すように、媒体Ａが通る流路を備えたステンレ
ス製の複数本（例えば６本）の細管１１を撚って複数（例えば３つ）の基本素材１３を形
成し、各基本素材１３をさらに撚って形成される。
【００１６】
この製造方法によれば、多数の流路（細管１１）を備えた縄状熱交換エレメント５を簡単
に製造することができる。
【００１７】
上記構成では、縄状熱交換エレメント５が、複数本の細管１１を撚って形成された基本素
材１３をさらに撚って形成されるため、各細管１１の流路を流れる媒体Ａは熱交換エレメ
ント５全体として見た場合、撚りの形状に応じ、熱交換エレメント５の外周部側と内周部
側を交互に流れる。
【００１８】
熱交換エレメント５の外周部側を流れる場合、媒体Ａは、上記管体３の内側を流れる媒体
Ｂとの間で熱交換され、媒体Ｂが加熱媒体であれば、媒体Ｂによって加熱され、媒体Ｂが
冷却媒体であれば、媒体Ｂによって冷却される。この加熱され又は冷却された媒体Ａが、
熱交換エレメント５の内周部側を流れる場合、隣接する他の細管１１の内周部側を流れる
媒体Ａとの間で熱交換し、これによって、各細管１１内を流れる媒体Ａは均質加熱される
。
【００１９】
本実施形態では、複数の細管１１からなる基本素材１３を撚って熱交換エレメント５を形
成したが、媒体Ａが熱交換エレメント５の外周部と内周部とを交互に流れ、その流れ方向
で等価な熱伝達距離が得られる構成であれば、撚ることに限定されず、例えば、捻る、或
いは編むことにより構成してもよい。また、複数の細管１１を撚ることなく平行に束ねて
、この束を複数集めて撚る、捻る、或いは編む構成としてもよい。さらに、細管１１はス
テンレス製に限定されるものではなく、例えば、ステンレス製の細管を銅で被覆した細管
であってもよく、銅製の細管等であってもよい。
【００２０】
熱交換エレメント５は縄状又は棒状に形成してもよいし、板状等、任意の形状に形成して
もよい。
【００２１】
別の例として、図１に示す管体３の内側を例えば真空状態にし、図２を参照して、各基本
素材１３を構成する６本の細管１１の内、例えば３本の細管１１に加熱／冷却媒体を流し
、残りの３本の細管１１に被加熱／被冷却媒体を流して、各媒体間で熱交換させることも
可能である。
【００２２】
これによれば、真空中に設置された金属製の熱交換エレメント５の内部で熱交換が行われ
るため、極めて高い熱交換効率が得られる。なお、各細管１１毎に流れる媒体の種類を変
えた例を説明したが、これに限定されるものではなく、各基本素材１３毎に流れる媒体の
種類を変えることも可能である。
【００２３】
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また、金属製の熱交換エレメント５を真空中に配置する例を説明したが、これに限定され
るものでないことは明らかである。
【００２４】
図３乃至図５は、編み方の例示である。
【００２５】
図３Ａ～Ｃに示すように、３本の基本素材１３を用いて編む、平打ち編み（二つ編み）、
図４Ａ～Ｃに示すように、６本の基本素材１３を用いて編む、二重平打ち編み（三つ編み
）、図５Ａ～Ｃに示すように、４本の基本素材１３を用いて編む、平打ち編み（四つ編み
）等、種々の編み方が提案される。この縄状熱交換エレメント５を、そのまま熱交換エレ
メントとして使用してもよく、或いは縄状熱交換エレメント５を基本エレメント素材とし
て、さらにこれを撚る、捻る、編む等により構成してもよい。また、縄状熱交換エレメン
ト５を、圧延あるいは鍛造加工等により、一様外径を有する基本エレメント素材に加工し
てもよい。熱交換エレメント５が例えば板状の場合、圧延あるいは鍛造加工等により、任
意の形状の基本エレメント素材に加工してもよい。
【００２６】
上記構成では、縄状熱交換エレメント５の外側に熱源流路を配置し、流路に同方向から流
体Ｂを供給したが、これに限定されるものではない。例えば、図６に示すように、縄状熱
交換エレメント５の内側に、電気ヒータ１５或いは流体Ｂの通る熱源流路を構成する管路
等を配置してもよい。
【００２７】
また、図７に示すように、縄状熱交換エレメント５を複数準備し、一つの縄状熱交換エレ
メント５Ａの外側に、放射状に複数の縄状熱交換エレメント５Ｂを配置し、内側の縄状熱
交換エレメント５Ａに加熱／冷却媒体を流し、外側の複数の縄状熱交換エレメント５Ｂに
被加熱／被冷却媒体を流し、各媒体間で熱交換するよう構成してもよい。さらに、図７で
、内側の縄状熱交換エレメント５Ａを電気ヒータに変えることは可能である。
【００２８】
この構成によっても、縄状熱交換エレメント５Ｂを構成する細管１１の撚りの形状に応じ
、縄状熱交換エレメント５Ｂを流れる被加熱／被冷却媒体は、該熱交換エレメント５Ｂの
外周部側と内周部側を交互に流れるため、被加熱／被冷却媒体は均質加熱／均質冷却され
る。
【００２９】
「ｎ個」の縄状熱交換エレメント５で構成する場合、例えば、その半分に熱源となる流体
を供給し、残りの半分に、熱源を受ける流体を供給して、相互の流体間で熱交換する構成
が可能である。
【００３０】
この場合、前述したように、熱交換エレメント５の内側あるいは外側に、熱源を配置した
場合、熱源に近い流路には大きな熱量が供給される反面、遠い流路には熱量供給が少ない
という欠点がある。
【００３１】
しかし、本実施形態では、熱交換エレメント５の流路が縄状に構成されていること、また
、気体の熱伝導率を代表例の空気を「１」とした場合、液体の代表例の水が約「２３倍」
、金属では、アルミニウムが「９７９３倍」、銅が「１６７２２」、ステンレスが「６２
２倍」であり、固体の熱伝導率は気体、液体に比して極めて大きいため、熱源に対する流
路位置を変化させることにより、熱伝導による温度の均質化を図ることができる。
【００３２】
しかも、縄状構成とすることにより、流路全体を考えた場合、各流路とも熱源に対して物
理的に等しい熱伝達距離を確保できるため、前述したように、理論値である「√ｎ」倍の
効果を得られる。
【００３３】
この結果、金属剛体内に「ｎ個」の多数の流路が構成されたものと同様に有効な熱交換が
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行われ、流路断面が同じ「単管構造の熱交換エレメント」に比して、「√ｎ」倍の「伝熱
面積の増加」が図れる。
【００３４】
細管１１を縄状に曲げて構成するため、また、圧延や鍛造等により外径を一様に絞る加工
を施すため、各流路の接触部分で流路断面に変化（＝絞られ、狭くなる）が現れる。これ
によると、細管１１内で剥離流や渦を生じ、内壁に「螺旋溝あるいは襞構造」を設けたこ
とによる効果と同じ効果が期待される。この結果、同一流路断面の単管に比して「≦３√
ｎ」倍、熱交換性能が優れた熱交換エレメントを提供可能と考える。さらには、内壁を積
極的に「螺旋溝あるいは、襞構造」とすることにより、「≦３」倍の「伝熱面積の増加」
が期待されることから、同一流路断面の単管に比して「≦９√ｎ」倍の熱交換性能が優れ
た熱交換エレメントを提供可能と考える。
【００３５】
基本が単管で構成されるため剛性が高い。従って、原子力発電所や核融合炉等の極限状態
での熱交換に有効である。
【００３６】
一般に、熱交換器において、その熱交換効率を高めるには、熱交換面積の増加、壁面流速
の増加（乱流）の２つが考えられる。特に、気体の場合、前述のように、金属等の固体に
比して熱伝導度が小さいため、小型の熱交換器を可能とさせるには、如何にして「熱交換
面積の増加」を増大させるかに依る。本提案の熱交換エレメントは、各流路を縄状に構成
することにより、熱源に対する各流路の等価な熱交換距離を約束すると共に、「ｎ個」の
多数の流路構成を極めて簡単に提供することができるものである。
【００３７】
従来の管製造技術応用のため、安価に、超高性能の熱交換エレメントを提供することがで
きる。また、最終工程で、縄状熱交換エレメントを加温しつつ、圧延あるいは鍛造するこ
とにより、自由な流路内径と自由な外径形状のエレメントを提供することができる等の効
果が得られる。
【００３８】
図８は、別の実施形態を示す。
【００３９】
この実施形態では、複数本のステンレス製の細管１１を略同一面内で、各細管内流路が互
いに略直交するように編むことにより、網状に構成された熱交換エレメント２１が形成さ
れている。
【００４０】
この網状熱交換エレメント２１は、例えば、複数枚を重ねて使用されており、各熱交換エ
レメント２１の一方の細管１１Ａ群には第一の流体が流され、これと直交する他方の細管
１１Ｂ群には第二の流体が流され、各細管１１の隙間には第三の流体が流される。
【００４１】
これに限定されず、例えば、網目ピッチを細かくして、第三の流体の流れない構造とする
ことは可能である。
【００４２】
本構造は、道路への埋設、建物の外壁部への適用、屋根構造材料への提供等々が可能であ
る。第一の流体と第二の流体を冷却水とし、当該熱交換エレメントを、局所火炎中に配置
する、即ち第三の流体を燃焼ガスとしてもよい。この場合、網状熱交換エレメントを構成
する細管による熱伝導の他、図８において、交差部「Ａ」から交差部「Ｂ」への流体の移
動により、交差部「Ｂ」で熱の平均化が図られる。下流部の交差部「Ｃ」でも同様の熱の
均質化が図られる。この作用により、局所的に過大な熱供給が生じても、各流路への熱拡
散により極めて高効率の熱伝導が可能となる。従って、例えば高温燃焼炉の外壁部に埋め
込み、燃焼温度の一部を吸収し、炉の熱破壊を防止する等の適用が可能である。また、流
路を網状構成とすることにより、一種のプレート型熱交換器のように剛性を有した熱交換
エレメントを提供できる。
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【００４３】
細管を組み合わせて構成したため、例えば、１０ＭＰａを超える耐圧性能の熱交換エレメ
ントを提供できる。
【００４４】
別の実施形態として、例えば、網状熱交換エレメントを透明樹脂材料等でサンドイッチ構
造としてもよい。これによれば、太陽光の熱を吸収しながら一部の可視光を通す使用法が
可能となる。
【００４５】
従来は単管の外周部に熱伝達面積の増加のために、フィンを設けていたが、適正な網目ピ
ッチ構造とすることにより、これらフィンを不要とする可能性を有する。上記構成では、
網状熱交換エレメントを多段構成としたが、単段構成であってもよいことは言うまでもな
い。
【００４６】
図９乃至図１０は、網状熱交換エレメントの構造例を示す。図９において、Ａは網目ピッ
チを細かくした四つ目組み、Ｅはその網目ピッチを粗くした格子組みである。Ｂは六つ目
組みであり、網目ピッチ変更に適している。Ｃは変わり格子組みであり、各細管の幅が均
一でなく、ステンレス製流路（太い部分）と銅製流路（細い部分）からなり、銅製流路の
熱吸収部分が編みこまれ、その熱交換効率が高められる。Ｄは網代組みである。図１０Ａ
～Ｄはザル組みの各変形例、図１０Ｅ～Ｇは縄編み組みの各変形例である。
【００４７】
細管１１を略同一面内で、各細管内流路が互いに略直交するように編むことに限定される
ものではない。多数の細管１１を略同一面内で、平行配置するだけの構成であってもよい
。
【００４８】
本実施形態では、従来、必須で有った「放熱フィン」が不要となる。この結果、剛性が高
く、洗浄が容易な熱交換器を提供できる。「網目ピッチ」の変更により、網目部分を流れ
る流体との熱交換や、交差する流路間の熱交換を、極めて高効率で行うことができる。
【００４９】
従って、エアー・コンディショナーや冷凍機に適用可能である。例えば、網目ピッチを大
きくし、各流路に蒸気や冷媒を供給し、網目部分を流れる空気と熱交換を行う構成が可能
である。
【００５０】
網目ピッチを大きくして、道路や建物の屋上・屋根・壁等に埋設し、その補強材として活
用しつつ、各流路に、水やアルコール等の熱媒体を供給して、太陽エネルギーの熱回収を
行う熱収集エレメントとしても好適である。透明樹脂材料でサンドイッチし、網目部分か
ら光を透過させつつ、太陽の赤外線エネルギーを吸収させる、建物屋根や窓に設けた、熱
収集エレメントとして好適である。網目ピッチを大きくして、焼却炉の内壁に埋設し、内
壁の熱破損の防止と熱回収を行う埋設熱交換器として好適である。網目ピッチを比較的小
さくして、網目部分に「燃焼ガス」を、流路には「水」を流して熱交換する、瞬間湯沸器
、風呂、焼却炉の熱交換器等として好適である。
【００５１】
網目ピッチをゼロとした場合、交差する流路に、「加熱（冷却）媒体」と「被加熱（冷却
）流体」を供給して熱交換する構成とすれば、原子力発電所等の一次／二次冷却水熱交換
器、エンジン・オイル／冷却水の熱交換器、等々の各種熱交換器に好適である。網目ピッ
チをゼロとして、各流路に「水やアルコール」等の冷媒を流し、この網状熱交換エレメン
トと金属体との間で熱交換を行う、各種機器の冷却器としても好適である。
【００５２】
つぎに、別の実施形態を説明する。
【００５３】
本実施形態では、内径ｄの細孔流路を有した、ＰＴＦＥ又はＰＦＡ等のテフロン樹脂製の
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、ｎ本の多数の細管を平行配置、撚る、捻る、あるいは編むことにより熱交換エレメント
を構成し、各細管内に流路を形成した。
熱交換器の単位時間当たりの伝熱量（ｄＱ /ｄｔ）は、熱伝達率をα、熱伝達面積をＡ、
熱伝導体／被熱伝導体の温度差をΔＴとすると、
（ｄＱ /ｄｔ）＝α・Ａ・ΔＴ・・・（１）
で表される。従来、伝熱量の向上を図るため、▲１▼渦流を起こして熱伝達率αを増加さ
せる、▲２▼内外壁に襞等を設けて熱伝達面積Ａを増加させる、▲３▼温度差ΔＴを大き
くする、等の手法が取られてきた。
【００５４】
簡便な手法として、▲３▼温度差ΔＴを大きくする手法を採用した場合、被伝導体に熱変
性や焼け焦げ等を生じる。
【００５５】
本実施形態では、内径ｄのｎ本の多数の細管で、熱交換エレメントを構成したため、同じ
流路面積を有する内径Ｄの単管と比較した場合、
πＤ２／４＝πｎ・ｄ２／４・・・（２）
の関係を有する。すなわち、ｎ本の多数の細管から成る熱交換エレメントの、単管に対す
る流路全体の熱伝達面積の比βは、
β＝ｎ・πｄ／πＤ＝ｎ（ｄ／Ｄ）・・・（３）
で表される。式 (３ )に、式 (２ )より求められる「Ｄ＝ｄ√ｎ」の関係式を代入して整理す
ると、
β＝√ｎ・・・（４）
が得られる。（４）式によると、流路本数をｎ本に増加させることにより、単管の「√ｎ
」倍の熱交換が可能となる。
【００５６】
１本当たりの流路内径を小さく、例えば、０．０００１ｍｍにして、これらを複数本束ね
て、内径１２ｍｍの単管相当とした場合、（４）式によると、「β＝√１４４０００００
０＝１２０００」倍となる。水の熱伝導率は、銀等の金属に比べて、１／７０８であり、
空気の熱伝導率は、１／１８０００であるが、本実施形態では、理論上「β＝√１４４０
０００００＝１２０００」倍となることから、水や空気の温調に大きな威力を発揮する。
【００５７】
金属層と気体（或いは液体）層の間で等価な熱交換を実現させるためには、金属層側の（
熱伝導率λ×伝熱面積Ａ）と、気体層側の（熱伝導率λ×伝熱面積Ａ）とを等しくすれば
よい。
【００５８】
銀の場合、２０℃における熱伝導率は３６０ｋｃａｌ／ｍ 2・ｈ℃、電気銅の場合、３４
０ｋｃａｌ／ｍ 2・ｈ℃である。
【００５９】
これに対し、水の場合、０．５１ｋｃａｌ／ｍ 2・ｈ℃、空気の場合、０．０２ｋｃａｌ
／ｍ 2・ｈ℃である。
【００６０】
従って、水の場合、銀に対し３６０／０．５１≒７０８倍、空気の場合、銀の３６０／０
．０２＝１８，０００倍の伝導面積Ａが得られるように、細管「ｎ」を増加すれば、金属
と同等な熱交換効率を得ることができる。即ち、固体側を本技術による流路面積と等価な
単管と考え、液体或いは気体側に、多数の細管流路を構成した場合、式（４）に示すよう
に、平滑内壁の単管における「β＝√ｎ」倍の熱伝達面積を得ることができることから、
原理的には、水の場合、ｎ＝７０８ 2＝５０１，２６４本、空気の場合、ｎ＝≦１８００
０ 2＝３２，４００万本とすれば、等価な熱交換効率を得ることができる。
【００６１】
熱移送流体の流れを層流と考えると、熱媒（冷媒）としての性能は、粘性計数をηとする
と、「γ・ρ／η」の値が大きい方が優れている。
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【００６２】
温度等の条件により物性値が大きく異なるが、▲１▼水の場合、「γ・ρ／η」は、「γ
・ρ／η＝４．２（Ｊ／Ｋ・ｇ）×１０ 3（ｋｇ／ｍ 3）／１０ - 3（Ｐａ・ｓ）＝４．２×
１０ 6（Ｊ／Ｋ・ｇ）・ｋｇ／ｍ 3）・（Ｐａ・ｓ）」であり、▲２▼空気の場合、「γ・
ρ／η」は、「γ・ρ／η＝１．４（Ｊ／Ｋ・ｇ）×１．２９（ｋｇ／ｍ 3）／１８．２
×１０ - 6（Ｐａ・ｓ）＝０．０９９×１０ 6（Ｊ／Ｋ・ｇ）・（ｋｇ／ｍ 3）・（Ｐａ・ｓ
）である。水の場合、空気の熱伝導率「３．１７×１０ - 2（ｓ／ｍ・Ｋ）」に比較して約
７倍に相当する熱伝導率「２１．２×１０ - 2（ｗ／ｍ・Ｋ）」を有する。▲３▼水素の場
合、「γ・ρ／η」は、γ・ρ／η＝１（Ｊ／Ｋ・ｇ）×０．０９（ｋｇ／ｍ 3）／８．
８×１０ - 6（Ｐａ・ｓ）＝０．０１×１０ 6（Ｊ／Ｋ・ｇ）・（ｋｇ／ｍ 3）・（Ｐａ・ｓ
）」であるので、本技術にかかる熱交換エレメントの耐圧性能をいかして、当該気体を１
０（ＭＰａ）の高圧流体とした場合、空気の場合、「γ・ρ／η」＝９．９×１０ 5（Ｊ
／Ｋ・ｇ）・（ｋｇ／ｍ 3）・（Ｐａ・ｓ）、水素の場合、「γ・ρ／η」＝１×１０ 5（
Ｊ／Ｋ・ｇ）・（ｋｇ／ｍ 3）・（Ｐａ・ｓ）となる。この効果は、「γ・ρ／η」の中
の、「ρ」の効果によるものであり、気体の場合、粘性係数が圧力の影響を受けないこと
、そして粘性係数が空気は水の「１／５５」倍、水素は水の「１／１１４」倍であること
から、水と同じ流路圧損となるように循環流量を合わせると、１０（ＭＰａ）の高圧流体
とした場合、熱移送能力は、水を１とすると、空気が約１３倍、水素が約２．７倍となる
。
【００６３】
即ち、１０（ＭＰａ）という超高圧状態での比較ではあるが、気体を用いて熱媒性能が「
水」を越えることになる。
【００６４】
このように、熱伝導と考えた場合に流路構成しなければならない流路数は極めて多いが、
空気と等価な「３２，４００万本」の流路を現在製造可能な「流路内径＝１（μｍ）」の
細管で、各流路との間隔を１（μｍ）で構成した場合の外径φＤは、Ｄ＝√（３２４００
００００×０．００１５ 2）＝２７ｍｍとなり、この外周部に、肉厚５ｍｍの被覆を設け
たとしての、当該熱交換器の外周部の径は、「≦４０（ｍｍ）相当」でしかない。
【００６５】
この結果、環境負荷のない「空気」等の気体を、熱交換のための熱媒として使用すること
が可能となる。
【００６６】
種々のエネルギの中で、熱エネルギは、力学的なエネルギや電気エネルギに比べ、利用価
値の低い低級エネルギといわれている（東京大学名誉教授小出昭一郎著「熱学」東京大学
出版会）。熱エネルギの利用価値は、環境温度との温度差に支配され、仮に、室内温度が
２５℃のときの地中温度が２０℃であっても、この温度差５℃を利用した室内冷房は考え
られない。従来の熱交換器では、伝熱量（ｄＱ /ｄｔ）が小さすぎるからである。
【００６７】
本実施形態に係る熱交換器では、熱伝達面積が驚異的に大きいため、大きな伝熱量（ｄＱ
/ｄｔ）を得ることができる。
【００６８】
従って、例えば、本熱交換器を地中に埋設し、この熱交換器を利用して、冬期における５
℃の外気エネルギを地中に蓄熱し、この熱交換器を利用して、気温３０℃の夏期の冷房に
利用することが可能になる。
上記熱交換器の構成において、細管の内壁は、螺旋溝等の襞構造にすることが望ましい。
例えば、自動車用エンジンのシリンダ内最高温度が３０００℃近傍で有りながら、その構
成金属が溶融しないのは、壁面に温度境界層が形成され、熱伝達率αが小さくなるからで
ある。しかし、ノッキングによりこの温度境界層が破壊されると、ピストンあるいは排気
弁等のノッキング発生部分の溶融を生じる。これと同様の理由によって、細管の内壁を螺
旋溝構造とした場合、温度境界層が小さくなり、熱伝達率αを格段に向上させることがで
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きる。
本実施形態では、内壁の面積増加効果と合わせると、理論上「β≦９√ｎ」の効果を期待
することが可能になる。
【００６９】
本実施形態では、熱交換エレメントに、ＰＴＦＥやＰＦＡ等のテフロン樹脂材料を使用し
ている。このテフロンの熱伝導率は、銅の熱伝導率と比べた場合、１／１７００倍程度で
あるが、上記構成によって、伝熱量（ｄＱ /ｄｔ）を驚異的に大きくできるため、大きな
熱交換効果を期待できる。
【００７０】
隣合う細管が互いに伝導流体用細管／被伝導流体用細管と成るように一体構成すれば、▲
１▼従来のように細管間に、液体窒素のような多量の冷媒充填が不要と成り、▲２▼当該
冷媒に拡散流を生成させることが不要と成り、▲３▼外周部構成細管が保持容器外部への
熱放散を防ぎ、▲４▼「伝導流体／被伝導流体」が向流と成るために熱伝達率の一層の向
上が期待され、▲５▼細管固定用Ｏリング等の多数のシールが不要になる等の種々の効果
を期待できる。
【００７１】
本実施形態では、伝熱量（ｄＱ /ｄｔ）を満足させた場合、α・Ａの向上により、熱交換
に必要なΔＴを小さくすることができる。
【００７２】
この結果、ＰＴＦＥ（融点３２７℃）、ＰＦＡ（融点３１０℃）等の材料を使用したテフ
ロン製熱交換器を実現できる。
【００７３】
一つの可能性として、例えば、寒風吹き荒ぶ冬期にあっては、その冷エネルギを「蓄冷槽
」に蓄え、夏季にあっては、その冷エネルギを利用して、▲１▼冷蔵事業、▲２▼冷房、
▲３▼冷水供給等に活用し、炎暑の地方あるいは寒暖差の大きい地方にあっては、夏季の
熱エネルギを「蓄熱槽」に蓄え、▲１▼給湯、▲２▼冬期の暖房、▲３▼年間を通した温
室栽培等に活用する事が可能となる。すなわち、従来考えられなかった「ΔＴｍ」の小さ
なエネルギが、室内空調利用や、農業分野での温室栽培、２種類の給水の温度管理等々に
も利用することができる。
【００７４】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明では、金属剛体内部に多数の細い流路を形成した
従来の熱交換器とほぼ同等の高い熱交換効率を、極めて簡単な構成によって得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による熱交換器の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】縄状熱交換エレメントを示す斜視図である。
【図３】Ａ～Ｃは、それぞれ３本の基本素材を用いて編む平打ち編み（二つ編み）を示す
図である。
【図４】Ａ～Ｃは、それぞれ６本の基本素材を用いて編む二重平打ち編み（三つ編み）を
示す図である。
【図５】Ａ～Ｃは、それぞれ４本の基本素材を用いて編む平打ち編み（四つ編み）を示す
図である。
【図６】別の実施形態を示す図である。
【図７】別の実施形態を示す図である。
【図８】別の実施形態を示す図である。
【図９】Ａは網目ピッチを細かくした四つ目組みを示し、Ｂは六つ目組みを示し、Ｃは変
わり格子組みを示し、Ｄは網代組みを示し、ＥはＡの四つ目組みの網目ピッチを粗くした
格子組みを示す図である。
【図１０】Ａ～Ｄはザル組みの各変形例を示す図であり、Ｅ～Ｇは縄編み組みの各変形例
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を示す図である。
【符号の説明】
１　熱交換器
３　管体
５　縄状熱交換エレメント
１１　細管
１３　基本素材
１５　電気ヒータ
２１　網状熱交換エレメント

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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